
ビジネスアイディアコンテスト  
ＳＨＩＧＡ ＣＩＴＹ 

知事！その問題、私が考えたビジネスで解決できます！  

募集要項 

 

【コンテスト概要】 

滋賀県にある地域課題を解決できる「ビジネスアイディア」を２０代〜３０代の熱い思いを持った人々に提案してもら

い、その中で最も優秀なアイディアを表彰することで、そのアイディアに共感した人達が支援する機会を提供し、その

アイディアによって滋賀県の地域課題が将来的に解決できる可能性を模索する事業です。 

最優秀賞のビジネスアイディアには賞金として１０万円を進呈致します。 

また、一次審査で落選したアイディアに関しても当日の会場来場者の投票で、最多得票のアイディアには特別賞を

進呈致します。 

 

 

【募集するビジネスの条件】 

① 地域の問題解決に貢献できるビジネスであること。 

※知事からの問題提起にあてはまることが重要。 

② 継続的な展開が見込めるもビジネスであること。 

※一時的ではなく、継続して地域社会のニーズを満たすことで、明るい豊かな社会に近づくことが重要。 

③ 独創的なアイディアを含んでいるビジネスであること。 

※すでにあるものではなく、青年としての英知と情熱が注ぎ込まれた独創的なアイディアであることが重要。 

④ 具体的で実現性の高いビジネスであること。 

※現実を客観的に見て、具体的な計画や手法が考えられており、実現の可能性が高いが重要。 

 

 

【知事からの４つのお題】 

① 琵琶湖新時代に向けた琵琶湖を活かす取り組みの具体化 

この琵琶湖を大切に守っていき、また守るために活かしていきたいと思っています。現在は釣りやモータース

ポーツ、サイクリングなど盛り上がっています。こういった形でもっと琵琶湖を活かす取り組みについて皆さん

からアイディアを募集します。 

 

② 子供の貧困問題 

子供達の約２割が相対的に貧しい状態にあります。生活に必要な食事や、家庭の愛情が十分に得られてい

ない状態があると言われています。どうしても経済的に貧しい状態になると、心が貧しくなったり、その世代が

貧しい状態だと、その次の世代が貧しい状態になり、結果的に福祉の費用であったり、犯罪対策にかける費

用が増大してしまうといったことがあります。子供の貧困をなくす為、減らす為にどういった取り組みができる

のか、今滋賀県では子供食堂ですとか、フードバンクなど色々な取り組みを始められている方が出てきてい

ます。ソーシャルビジネスとして、どう作っていけばいいのかアイディアを募集します。 



 

③ アクティブシニア活躍の場創りによる健康寿命の延伸 

長生きできるようになりました。長生きすると病気のリスクや認知症の問題など様々な課題、問題の方がどう

してもクローズアップされますが、今まで経験された知恵や経験を持った世代が、社会の為、次の世代の為、

元気で活躍してもらうことが滋賀県の為になると考えています。この元気な高齢者の方々にもっともっと活躍

して頂こうと、レイカディア大学などの取り組みも進めているところであります。元気な高齢者が地域の色んな

担い手や支え手、スポーツのアスリートでもいいですし、文化の継承者という形でもいいかと思います。どう

すれば結びつけていけるのかアイディアを募集します。 

 

④ 地域交通の確保 

少し琵琶湖の方、また山手の方に行くと交通の不便なところがたくさんあります。自分で車を運転できる、ま

た息子や娘が運転して運んでくれるご家庭は良いですが、そうではないご家庭が増えています。車の運転が

できなくなったから家にこもると、ますます人と会話しなくなったり、体を動かさなくなったりなるので、健康の

為にもよくないです。しかし、バス、タクシーの経営が厳しかったり、運転する従事者の確保に苦労されてい

たり、路線が赤字だったりしています。従って、路線廃止によって乗る人が更に減り、人口が減少してしまう

負のスパイラルに陥ってしまうところもあります。この状態をなんとか改善していきたいと考えています。例え

ばＥＴＣの技術の活用に可能性があるのではないでしょうか。これだけスマホが普及すれば、自分のいる位

置をナビゲーションして、もしかして路線バスというものの存在が変わってくるかもしれません。ＡＩをどう使え

ばいいのか、地域交通を改善していく為のアイディアを募集します。 

 

 

【応募資格】 

① 滋賀県在住で平成２８年１２月３１日時点での年齢が２０歳以上４０歳未満であること。 

② すでに事業を営んでいるか、もしくは将来起業を目指す者であること。 

③ コンテスト当日（７月１７日）に参加ができる者であること。 

 

 

【応募方法】 

公益社団法人草津青年会議所ホームページの特設ページより規定の応募申込書を作成し、 

ビジネスアイディアを説明する参考資料とともに、公益社団法人草津青年会議所事務局まで 

E メールにてご提出してください。（E-Mail : office@kusatsu-jc.or.jp）  

なお提出の際は、お手数ですが、必ず電話にてメール着信のご確認をお願いします。 

連絡先ＴＥＬ 草津青年会議所事務局 077-562-0489 （13:00～17:00） 

※容量制限により当方へのメール未着の恐れがあるため、必ずお願い致します。  

応募用紙は、様式（word形式）に従い A4サイズで 5枚以内とし、そのほか、参考資料として（word、excel、pdf、

ppt、jpg形式）で A4 サイズで 5枚以内とします。  

応募は日本語で行ってください。  

 

 

 



【一次および二次審査基準】 

① 知事の課題と合致している。             １０点満点 

② 顧客が明確である。                 １０点満点 

③ ビジネスの継続性が見込まれる。           １０点満点 

④ アイディアが独創的である。             １０点満点 

⑤ 申請書およびプレゼンが具体的で分かりやすい。    １０点満点 

 

合計５０点満点で採点を行います。 

一次審査は会員拡大特別委員会が行い５名のプレゼンテーターを選出する。 

二次審査は審査員長および審査員に上記項目をもとに採点していただきます。 

 

 

【スケジュール】 

  ビジネスアイディア募集期間   ：  ２０１７年 ４月 ８日 ～ ６月 ６日 ２４時まで 

  一次選考結果           ：  ２０１７年 ６月 ７日 応募者全員に合否の連絡を致します。 

  最終審査              ：  ２０１７年 ７月１７日 １３時３０分～ 

 

 

【会場】 

最終審査およびコンテスト会場 ： 草津市立草津アミカホール 大ホール （約 300名収容可能） 

 

【運営】 

主催 / 公益社団法人 草津青年会議所        後援 / 滋賀県、草津市、日本政策金融公庫 

 

 

【お問い合わせ】 

公益社団法人 草津青年会議所 事務局 

〒525-0034 滋賀県草津市草津 3 丁目 14-44 木村ビル 3F 

TEL 077-562-0489 （13:00～17:00） 

FAX 077-562-6221 

E-Mail : office@kusatsu-jc.or.jp 

応募申込書は草津青年会議所ホームページからダウンロードできます。 

詳しくはホームページをご覧ください。  

ホームページ http://kusatsu-jc.or.jp 

 

 

http://kusatsu-jc.or.jp/

